
②金融機関のための中小企業技術力評価システム普及促進モデル事業 

・公益財団法人ひょうご産業活性化センター 

 ひょうご産業活性化センターでは「ひょうご中小企業技術評価制度」を実施し、６年間あまりで６５０

件の評価書発行及び４４４件の融資実行実績がありました。 

地域金融機関ではリレーショナルバンキングの機能強化の動き等に呼応して、金融機関が活用しう

る中小企業の技術力等や将来性を評価できるシステムが求められています。 

そこで、本制度の各地域導入促進を図るため、業務を見直し、利用者である企業・金融機関からの

意見を集め、「中小企業技術力等評価制度」マニュアルを作成しました。 

他府県での導入支援については、３県（福岡県、広島県、鳥取県）から問い合わせがありました。  
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ひょうご中小企業技術評価制度のメリットとプロセスひょうご中小企業技術評価制度のメリットとプロセス

借り手（中小企業者）、貸し手（金融機関）のどちらの側からも同制度の利用ができ、第三者機関による客観的な評価（正当な評価）を入手できます。
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ひょうご中小企業技術評価制度の仕組みひょうご中小企業技術評価制度の仕組み
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ひょうご中小企業技術評価制度の仕組み兵庫県内の中小企業＜技術力、新たなビジネスモデルを有し、成長か期待される中小企業者で、県内に事業所を有し、保証協会の保証対象業種に属する中小企業者＞評価申込（A方式）
評価申込（B方式）評価書発 評価書発 評価申込（C方式 評価書発

　　　　　　　　　　　　　　　　　金　融　機　関　　　　＜顧客管理＞＜顧客支援＞　　　　　<融資審査＞
融資申込 融資実行
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兵庫県

【評価申込】A方式 中小企業者がひょうご産業活性化センターに直接申し込む方式B方式 中小企業者が金融機関を経由してひょうご産業活性化センターに申し込む方式C方式 金融機関が中小企業者の同意を得てひょうご産業活性化センターに申し込む方式
調査機関＜企業ヒアリング・評価書作成＞

発行 発行 ） 発行
評価書納品事業費補助（評価手数料の１／３負担） 公益財団法人 ひょうご産業活性化センター＜評価書審査(委員会）・評価書発行＞評価依頼



ひょうご中小企業技術評価制度のフローチャートひょうご中小企業技術評価制度のフローチャート項目名 「中小企業技術力等評価制度」マニュアル 目的・概要  地域の中小企業の成長にとって必要不可欠である資金供給については、これまで、担保を前提とした融資が中心であった。技術力があり、市場性、成長性のある製品を製造している企業であっても、担保となる不動産が無い場合、成長のための資金供給が困難な状況にある。金融機関においても、企業の技術力等や市場性、成長性を評価する能力、いわゆる目利き能力を必要としているが、評価能力を有する職員の確保が課題となっている。また、支援機関において、事業性評価を行っても、金融機関における評価視点と合致せず、資金供給に結びついていない事例があった。 このため、金融機関の融資判断に活用される評価書の作成及びこれを活用した評価システムを 地域において導入する必要があり、本制度を運用することにより、これらの課題が解消できる。 業務手順 フロー 業務要領・留意点 (ｱ)利用者が評価申込  (ｲ)実施機関が受付・評価手数料振込確認  (ｳ)実施機関が調査機関に着手依頼        (ｴ)調査機関が現地調査 

・大半は金融機関経由の申込のため申請書、 添付書類の確認を金融機関に依頼する。 ・提出書類に不備がある場合は申込者または 金融機関に追加提出、訂正等を要請。 ・同時に申込者に評価手数料を請求する。 ・申込後に取り止めを申し出るケースもある ため、調査機関への着手依頼は評価手数料の振込確認後とする。 ・調査機関に、評価対象業種・技術等に造詣の深い者、所定の期間内でヒアリング、評価書の作成が可能な者がいるかどうかを確認のうえ着手依頼、委託契約締結。 ・事前に調査日、評価書の納品予定日等を事務
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(ｵ)調査機関が現地調査・ヒアリング  (ｶ)調査機関が評価書作成・納品   (ｷ)委員会で評価書内容を審議    (ｸ)実施機関による評価書の発行  
局に報告するよう要請する。  ・評価書納品後、作成者または調査機関の専門家と事務局で内容を確認し必要に応じて 加筆修正を指示する。 ・評価書は正確性、公平性、客観性が求められる。中小企業経営に経験、知見のある者で 構成する委員会等において内容を審議することが望ましい。 ・評価書の発行を急ぐ場合は、申込段階で評価手数料の振込日やヒアリング日時の事前 調整、調査機関の選定等が必要 ・評価書で明らかになった課題や問題点に対する支援メニューを検討し、申込企業、金融 機関に提案する。 その他  「技術力等評価報告書」モデル参照 連絡先 （団体名）公益財団法人ひょうご産業活性化センター  (部署名) 経営強化部成長支援課 （窓口担当者役職・氏名）課長 藤澤正仁、主任調査役 荻野吉将、             調査役 後藤宏徳 （電話番号）０７８－２９１－８５２１ （Eメールアドレス）藤澤 m-fujisawa@staff.hyogo-iic.ne.jp          荻野 y-ogino@staff.hyogo-iic.me.jp           後藤 h-gotoh@staff.hyogo-iic.ne.jp 
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